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税務訴訟資料 第２６４号－７９（順号１２４６０） 

東京高等裁判所　平成●●年（○○）第●●号　更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求控

訴事件 

国側当事者・国（新宿税務署長事務承継者日本橋税務署長） 

平成２６年４月２３日棄却・上告・上告受理申立て 

（第一審・東京地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成２５年１０月３０日判決、本資料

２６３号－２００・順号１２３２４） 

判 決 

控訴人（原告） 更生会社Ａ株式会社管財人 

甲 

訴訟代理人弁護士 神原 浩 

同 植村 京子 

同 上野 尚文 

同 相良 朋紀 

同 高山 崇彦 

同 岩品 信明 

同 柳沢 知樹 

同 長田 旬平 

被控訴人（被告） 国 

代表者法務大臣  谷垣 禎一 

処分行政庁  新宿税務署長事務承継者日本橋税務署長 

折木 榮一 

指定代理人 目代 真理 

同 小柳 誠 

同 武藤 政男 

同 中村 友亮 

同 右田 直也 

同 森本 利佳 

同 古川 丹生 

同 清水 一夫 

同 中嶋 明伸 

同 肥海 智紀 

同 横田 美代子 

主 文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 
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事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ （主位的請求）新宿税務署長が平成２３年１１月２８日付けで控訴人に対してした原判決別紙

１の「事業年度」欄記載の各事業年度の更生会社Ａ株式会社の法人税に係る控訴人の同年７月１

２日付け各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知の処分をいずれも取り消す。 

３ （予備的請求）被控訴人は、控訴人に対し、２３７４億６４７０万６２７０円及びこれに対す

る平成２３年７月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要（略称は原判決のものを用いる。） 

１ 本件は、更生会社Ａ株式会社（本件更生会社）が原判決別紙１の「事業年度」欄記載の各事業

年度（本件各事業年度）において、利息制限法に規定する利率（制限利率）を超える利息の定め

を含む金銭消費貸借契約に基づき利息及び遅延損害金（約定利息）の支払を受け、これに係る収

益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をしていたところ、本件更生会社についての更生

手続（本件更生手続）において、約１兆３８００億円の過払金返還請求権に係る債権が更生債権

として確定したことから、本件更生会社の管財人である控訴人が、本件各事業年度において益金

の額に算入された金額のうち上記更生債権に対応する制限利率を超える約定利息に係る部分は

過大であるとして、同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し、本件更生会社の本件

各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求（本件各更正の

請求）をしたことに対し、処分行政庁である新宿税務署長は、更正をすべき理由がない旨の各通

知の処分（本件各通知処分）をしたことから、控訴人が、被控訴人に対し、主位的に、本件各通

知処分の取消しを求め、予備的に、民法７０３条に基づき、本件各更正の請求に基づく更正がさ

れた場合に還付されるべき金額に相当する金額の不当利得の返還を求める事案である。 

 原審が、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人が控訴した。 

２ 本件における関係法令等の定め、前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、後記３に

当審における控訴人の補足的主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第２の１から

５まで（原判決３頁１８行目から同３９頁１１行目まで）に記載のとおりであるから、これを引

用する。 

３ 当審における控訴人の補足的主張 

(1) 過年度の課税所得の修正を認めるべきであることについて 

ア 過年度の申告内容の是正については、国税通則法（通則法）にその定めがあり、当初申告

の際の基礎とされた所得（経済的効果）が後発的に失われた場合の処理についても、法人税

法ではなく、通則法にその原則的処理方法が定められているのであるから、通則法の定める

規定の意義・趣旨を踏まえ、本件における適用可能性を論じるべきである。 

イ 法人税法と企業会計は、その目的及び役割が相互に異なっており、法人税法は、立法上の

合理性、節約の観点から、企業会計における合理的な処理方法や考え方を原則として認めつ

つも、課税の公平その他の法人税の目的に照らして認め難い事項については、別段の定めと

して明文化しているし、別段の定めが存在しない場合も、法人税法２２条４項を媒介にして

企業会計が直接法規として法人の課税所得計算を規律するものではなく、企業が採用した会

計処理の基準が公正処理基準として税務上も尊重（是認）されるか否かは、当該処理によっ
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て課税の公平その他税法独自の要請が満たされるか否かによって規律されるべきものであ

る。 

 企業会計原則において前期損益修正の処理が規定されているが、企業会計原則自体当然に

企業会計上の法的拘束力を有する規範ではないし、会計上前期損益修正が行われる場合であ

っても、税務上も一律に当期の損益として取り扱わなければならない必然性はない。企業会

計上確定した計算書類が事後的な修正になじまないことや法人税法上欠損金の取扱いに関

する調整規定の存在によって、税務上前期損益修正の処理が義務付けられたり、通則法２３

条２項の更正の請求が認められず、所得なき課税が正当化される理由にはならないし、実際

の課税実務においても、短期土地譲渡益重課税制度の場合など、会計上の処理と税務上の処

理を異にする実例もある。税務上も会計上の処理と同一の処理が義務付けられるとすれば、

現実の課税実務において行われる過年度の課税所得の是正が違法との結論を導くことにな

り、相当ではない。 

ウ また、企業会計原則が定める前期損益修正の処理は、継続企業の公正処理基準を前提とす

る処理であり、税務上の前期損益修正の処理も、継続企業の公正処理基準を前提に、欠損金

が生じたとしても後の事業年度に獲得する利益と相殺することで所得なき課税が避けられ

るという基本的な思考の下ではじめて合理化される。本件更生会社は更生手続開始決定を受

け、会社分割によって消費者金融事業をスポンサー企業に対して承継し、今後は更生計画に

従って解散するため、継続的に所得を上げる見込みがないのであるから、通常の事業継続を

行う法人とは別異に取り扱うべきである。 

エ 最高裁判所平成５年１１月２５日第１小法廷判決においては、法人の収益の計上は、法的

な権利行使の可能性に基づく権利確定主義を原則とするものの、現に法人が行っている会計

処理における収益の認識が企業会計上の合理性を持ち、かつ、かかる処理を税法上是認して

も公平な課税所得計算といった税法独自の要請に反するものでない限りはこれを公正処理

基準に該当するものとして、納税者が行った会計上の処理を税法上も尊重すべき場合がある

との判断を示したものであり、公平な課税所得計算という税法独自の要請に反しない限りは、

納税者が採用した処理を尊重する態度を示している。本件更生会社は、税務上、本件におけ

る引き直し計算による影響額のうち本件各更正の請求において計算対象とした金額につい

て、これを当該事業年度の損失ではなく、本件各事業年度の所得が修正されることを前提と

して処理しており、本件においては、このような過年度の税務上の損益（所得）の修正を認

めなければ所得なき課税という税法上看過し得ない課税の不公平が生ずるのであるから、こ

の点からも、本件更生会社が選択した税務上の処理を拒絶し、税務上も前期損益修正を義務

付けることには合理性がない。 

オ 税務上の前期損益修正の処理が一律に公正処理基準に該当することの根拠とする費用収

益対応の原則についても、その基礎となる継続企業の前提が本件では妥当しないし、同原則

の本来的な意義は、ある会計期間に発生した費用のうち、その会計期間の収益獲得に貢献し

た部分をその期の期間費用として認識・測定し、適切な期間損益を計算することにあるから、

本件更生会社において、過去長期間にわたり顧客から収受してきた制限超過利息が法的に無

効であり、収益・益金を構成しなかったことが客観的に確定した本件において、その影響額

を引き直し計算あるいは債権調査時の一時の損失として計上することは、適切な期間損益計

算という費用収益対応の原則の趣旨から乖離した状態を招くのであり、むしろ、過去の各事
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業年度の損益の修正とすることが、費用収益対応の原則の実質的な意義に適合する。 

カ 本件における引き直し計算及び債権調査等の結果として失われた所得（経済的成果）につ

いて、過年度の課税所得の是正を許さず、前期損益修正の処理が一律に義務付けられる場合、

本件更生会社が欠損金の繰越控除等の法人税法上の課税調整規定による救済を受ける余地

はなく、結果として、国は実体的に保有する理由のない法人税額を不当かつ永続的に保持し、

他方、本件更生会社は所得なきところに課税される結果となり、担税力に応じた課税という

通則法２３条２項の趣旨・目的及び公平な課税所得計算という法人税法２２条４項の要請に

も反することになるのである。したがって、本件各更正の請求は、通則法２３条２項１号の

手続要件を満たすだけではなく、確定判決と同一の効力をもって確定した（後発的に明らか

になった）事実関係に即して過年度の課税所得を再計算して当初申告の内容を是正すること

こそが、通則法２３条２項及び法人税法２２条４項の解釈として必要である。 

(2) 不当利得返還請求について 

ア 不当利得返還請求制度の趣旨は、形式的・一般的には正当視される財産的価値の移動であ

っても、実質的・相対的には正当視されず、公平に反すると認められるときに、公平の理念

に従って財産状態の帰すうを調整し、その実質的不公平を除去することにある。 

 本件では、過払金債権の存在及び額が確定したことにより、課税の前提となった制限超過

利息に係る本件更生会社の所得が事後的に喪失されており、本件各更正の請求が認められず、

被控訴人が徴収した税額を保有し続けることができるとすれば、所得なきところに課税する

ことに等しく、著しく公平に反する。また、被控訴人が保持し続けることとなる税額は、過

払債権者が本件更生会社に支払った制限超過利息を原資とするものであるところ、本件更生

手続の第１回弁済において、過払債権者は３．３パーセントの弁済しか受けていないのであ

って、上記税額を被控訴人が保有し続けることは、正義衡平の理念に反し、著しく不公平で

ある。 

 仮に本件各更正の請求が認められないとすれば、上記の不当利得返還請求制度の趣旨が妥

当し、控訴人は、被控訴人に対して、制限超過利息に対応する税額について不当利得返還請

求ができるというべきである。 

イ 最高裁判所昭和４９年３月８日第２小法廷判決は、貸倒れによって課税の前提が失われ、

旧所得税法に是正措置を認める規定がなく、貸倒れの発生とその数額が課税庁による格別の

認定判断を待つまでもなく客観的に明らかであるときは、納税者が納付した所得税のうち貸

倒れ額に対応する税額につき不当利得返還請求権を行使することができることを明らかに

した。本件においても、制限超過利息に係る本件更生会社の所得が事後的に喪失して課税の

前提が失われており、本件更生会社の更生計画により会社の解散・清算が確定しているから

法人税法上の課税調整では救済されず、過払金債権の存在及び額は客観的に明白であるから、

課税庁に所得及び税額の是正に係る認定判断権を留保する必要もないのであって、上記最高

裁判所判決に照らして、控訴人が不当利得の返還を請求できるというべきである。 

ウ 不当利得返還請求権の要件としての「法律上の原因がないこと」についてみると、本件に

おいて課税の前提となった制限超過利息に係る本件更生会社の所得は事後的に喪失してい

るのであるから、被控訴人が本件各事業年度に納付された法人税を保有する法律上の原因は

ないことになる。法人税の納付当時に適法に確定され納付されたものであっても、事後的遡

及的に無効であることが確定している以上、これを保有し続ける法律上の原因はなく、税額
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確定行為の公定力によって私法的救済が否定されるものでもない。 

エ また、更正請求の原則的排他性についても、例外を否定するものではなく、現に更正の請

求の期限後における嘆願による個別的な減額更正処分が認められたり、税務当局による更正

処分の期限後の減額の再更正処分が認められるなど、広く例外が認められているのであって、

更正請求の原則的排他性により本件における不当利得返還請求が否定されるものとはいえ

ない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、後記２に当裁判所

の補足的判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第３（原判決３９頁１２行目から

同４７頁２６行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

２ 控訴人は、前記第２の３のとおり主張し、当審においても、本件について税務上前期損益修正

の処理によるのは相当ではなく、過年度所得の更正を認めるべきであり、そうでないとしても、

本件更生会社が過大に納付した法人税相当額は不当利得として返還されるべきである旨重ねて

主張する。 

 しかし、前期損益修正の処理は、法人税法２２条４項に定める公正処理基準に該当すると解さ

れる一方、本件更生会社について、これと異なり過年度所得の更正を行うべき理由があるとはい

えず、通則法２３条１項１号に該当するものとは認められず、本件更生会社が納付した法人税に

ついて法律上の原因がないともいえないことは、前記引用に係る原判決の説示のとおりであり、

控訴人の主張はこれと立場を異にするものであって、その指摘や当審における提出証拠を踏まえ

ても、上記判断を覆すに至らない。本件更生会社は、本件更生手続において、会社分割によって

その主たる事業である消費者金融事業をスポンサー企業に譲渡し、本件更生会社自体は継続的に

所得を計上する法人とはせずに清算業務を行い、解散することとしたものであり、その結果、前

期損益修正による税務処理によって課税関係の調整を受ける余地がなくなったが、これは、本件

更生会社が上記のような更生計画を立てたことによる結果であるから、そのことをもって、本件

更生会社について、更生会社一般において特段の手当がされていない前期損益修正の処理と異な

る処理を行うべき理由は見いだし難いし、本件更生会社により納付された法人税を被控訴人が保

持し続けることが著しく公平に反し、不当利得としてその返還請求を認めるべきということはで

きない。 

３ よって、原判決は相当であり、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、

主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第９民事部 

裁判長裁判官 下田 文男 

   裁判官 橋本 英史 

   裁判官 小野寺 真也 


